
議案第１２号

向日市旅費条例の一部改正について

向日市旅費条例の一部を改正する条例を制定する。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求める。

平成２９年２月２１日提出

向日市長 安 田 守
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条例第 号

向日市旅費条例の一部を改正する条例

向日市旅費条例（昭和２６年条例第３３号）の一部を次のように

改正する。

第４条第５項を次のように改める。

５ 車賃は、陸路（鉄道を除く。以下同じ ）旅行について路程に。

応じ１キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

第１１条を次のように改める。

（車賃）

第１１条 車賃の額は、１キロメートルにつき３７円とする。ただ

し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の

車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額に

よる。

２ 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第７条の規定に

より区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算し

て計算する。

３ 前項の規定により通算した路程に１キロメートル未満の端数を

生じたときは、これを切り捨てる。

別表第１を次のように改める。

別表第１

区 分 日 当 宿 泊 料 食 卓 料

(1日につき) (1夜につき) (1夜につき)



- -2

円 円 円

常勤特別職 ３，０００ １４，８００ ３，０００

上記以外の者 ２，２００ １０，９００ ２，２００

別表第２中

「

円 円

常勤特別職 ２，６００ ５００

上記以外の者 １，１００ ５００

」を

「

円 円

常勤特別職 ３，０００ １，５００

上記以外の者 ２，２００ １，１００

」に

改める。

附 則

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。



〈参 考〉

向日市旅費条例の一部を改正する条例

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（旅費の種類） （旅費の種類）

第４条 略 第４条 略

２～４ 略 ２～４ 略

５ 車賃は、陸路（鉄道を除く。以下同じ。）旅行につい ５ 車賃は、陸路（鉄道を除く。以下同じ。）旅行中の日

て路程に応じ１キロメートル当たりの定額又は実費額に 数に応じ１日当りの定額により支給する。

より支給する。

６～９ 略 ６～９ 略

（車賃） （車賃）

第１１条 車賃の額は、１キロメートルにつき３７円とす 第１１条 車賃の額は、別表第１の定額による。ただし、

る。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない 公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により

事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することがで 定額の車賃で、旅行の実費を支弁することができない場

きない場合には、実費額による。 合には実費額による。

２ 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第７条 ２ 京都市、長岡京市および大山崎町へ出張した場合にお

の規定により区分計算をする場合には、その区分された ける車賃の額は、前項の規定にかかわらず、実費額とす

路程ごとに通算して計算する。 る。

３ 前項の規定により通算した路程に１キロメートル未満

の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

別表第１ 別表第１

日 当 宿 泊 料 食 卓 料 車 賃 日 当 宿 泊 料 食 卓 料

区 分 (1日につき) (1夜につき) (1夜につき) 区 分 (1日につ (1日につ (1夜につ (1夜につ

き) き) き) き)

円 円 円 円 円 円 円

常勤特別職 3,000 14,800 3,000 常勤特別職 700 2,600 13,100 2,600

上記以外の者 2,200 10,900 2,200 上記以外の者 700 2,200 10,900 2,200
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別表第２ 別表第２

鉄道１００キロメ 鉄道１００キロメ 鉄道１００キロメ 鉄道１００キロメ

ートル以上、水路 ートル未満、水路 ートル以上、水路 ートル未満、水路

５０キロメートル ５０キロメートル ５０キロメートル ５０キロメートル

区 分 以上又は陸路２５ 未満又は陸路２５ 区 分 以上又は陸路２５ 未満又は陸路２５

キロメートル以上 キロメートル未満 キロメートル以上 キロメートル未満

の旅行の場合 の旅行であって、 の旅行の場合 の旅行であって、

当該旅行が５時間 当該旅行が５時間

以上の場合 以上の場合

円 円 円 円
常勤特別職 3,000 1,500 常勤特別職 2,600 500

上記以外の者 2,200 1,100 上記以外の者 1,100 500


